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貴町ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、昨年から維持管理委託を請け負っ

ております貴町葉山クリーンセンターにおいては、施設の特殊性から性能発注にて貴町と令和
4 年 2 月 10 日に契約を締結し、昨年令和 7 年 7 月 31 日に施設が完成、引き渡しを行いまし
た。弊社においては、全国における同様の施設（性能発注案件）について、基本的に施設の設
計・施工のみならず維持管理を一環で契約している事例が多く、本施設においても同様、施設
の性能を発揮する上で、その維持管理は非常に重要であると考えており、弊社の技術スタッフ
による常駐管理でないと適正な性能は発揮できない可能性があると危惧しております。 
以下にその理由を列記いたします。 

記 
1. 本プラント施設の引き渡しに際し、1 日の計画処理量は処理可能かを確認するため、当社技

術者立会いのもと性能確認試験を実施いたしました。その結果、当社技術者が対応した場合
には、1 日当たりの計画処理量を十分に処理可能であることが確認されております。ですが
現在配置されている作業員のみで同等の処理を安定的に行うことについては、技術的な経験
や対応力の面から困難が生じる可能性が高いと考えております。今後、原料搬入量が計画上
の正規量に達した場合の処理量増加時における迅速かつ的確な対応体制を確保するため、プ
ラント管理に慣れた技術者が必要と考えております。 

2.堆肥化プラントは、微生物活性を利用した生物反応設備であり、原料性状や含水率、通気量、
温度、気象条件の変動により運転状態や臭気が短時間で悪化することがあります。 
巡回管理では設備音や臭気の微細な変化を把握しきれないため、技術者が常時現場で数値と
感覚の両面から監視し、異常の兆候を早期に検知・是正する必要があります。 

3.常駐技術者がいることで、初動対応から報告までを一貫して行うことが可能となり、自治体
職員様のご負担軽減にも寄与しております。 

 
以上の理由から、堆肥化施設における維持管理業務は、技術者が常駐する体制でなければ、

安定運転および環境保全を十分に確保することが困難であり、現行の常駐体制を継続すること
が最も適切であると考えております。何卒、本趣旨をご理解いただき、引き続き特段のご高配
を賜りますよう、お願い申し上げます。 

なお、ご協力の範囲によるところとなりますが、万が一、維持管理上にて発生したと見なさ
れる施設の性能低下、臭気発生等による住⺠トラブル等につきましては、一切の責任を負えな
いことをあらかじめ申し添えておきますので、ご承知おきください。 
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